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電気通信サービスの初期契約解除制度ができました！の巻 
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～ 固定通信サービス編 ～ 

光回線とプロバイダを 

セットにしたら 

料金が安くなりますよ 

◎平成28年5月21日から改正電気通信事業法が施行され、 

 消費者保護ルールが充実・強化されました。 

◎これにより固定通信サービスは販売形態を問わず、 

 初期契約解除ルールが適用されるようになりました。 

注）契約解除までの利用料・工事費・事務手数料については、 

    請求される可能性があります！ 
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岩出市イメージキャラクター 

 そうへぃちゃん 
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